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（１）平成２９年度地域包括支援センターの運営状況報告 
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◎平成２９年度地域包括支援センター運営状況の集約 

Ⅰ 包括的支援事業 

１ 総合相談支援業務 

２ 権利擁護業務 

   地域における総合相談窓口として、高齢者に関する様々な相談を受け、適切なサ

ービス機関や制度の利用に繋げる等の支援を行いました。また、専門的・継続的な

視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行った。 

相談内容 件数 

①介護保険その他の保健福祉サービスに関すること １９，３４５件 

②権利擁護（成年後見制度）に関すること ４３０件 

③高齢者虐待に関すること １３７件 

合計 １９，９１２件 

 

 ３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

   地域の関係機関と連携・協力の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援

などを実施した。 

地域ケア会議の開催状況 件数 

開催回数 ２１９回 

取扱事例数 １７１件 

 

 ４ 在宅医療・介護連携推進事業 

   医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供す

ることを目的として、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進した。 

 

 ５ 生活支援体制整備事業 

  ・生活支援コーディネーターの配置 

    生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体

制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図るために、平成２８年

度から各構成市町において生活支援コーディネーターを配置している。平成２９

年度は、これに加えて、各地域包括支援センターに 1 名配置（認知症地域支援推

進員と兼務）し、高齢者の生活支援等サービスの体制を整備した。 

 

・協議体の設置 

生活支援等サービスの体制整備に向けて、生活支援コーディネーターと生活支
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援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場

として、各構成市町において協議体を設置し、多様な主体間の情報共有及び連携・

協働による体制を整備した。 

 

 ６ 認知症総合支援事業 

・認知症初期集中支援推進事業 

    認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分ら

しく暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初

期集中支援チーム」を各構成市町において設置し、早期診断、早期対応に向けた

支援体制づくりに努めた。 

 

  ・認知症地域支援・ケア向上事業 

    医療・介護等の連携強化等による地域における支援体制の構築と認知症ケアの

向上を図るため、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域

支援推進員について、各構成市町おける平成２８年度から配置している。平成２

９年度は、これに加えて、各地域包括支援センターに 1 名配置（生活支援コーデ

ィネーターと兼務）し、取組を推進した。 

 

 ７ 介護予防ケアマネジメント業務 

   要支援者等に対して、高齢者の自立支援を目的として、その心身の状況、置かれ

ている環境その他の状況に応じて、介護予防・日常生活支援総合事業等における適

切なサービスが包括的かつ効率的に実施されるよう介護予防ケアマネジメント業

務を行った。 

 

Ⅱ 指定介護予防支援業務 

   地域包括支援センターでは、要支援者等に対する介護予防ケアマネジメント業務

を実施するとともに、指定介護予防支援事業所として、要支援者が介護予防サービ

ス等の適切な利用を行うことができるよう介護予防支援業務を実施した。 

介護予防ケアマネジメント業務及び介護予防支援業務 件数 

平成３０年３月の請求件数（直接） ３，３２８件 

      〃     （委託） １，２２９件 

合計 ４，５５７件 

 

 



�

�

�

�

�

�

� � � �

�

�

� � �

�

�

� � �

� � �

� � �

� � �

�

�

� �

�

� �

�

� �

�

�

� �

� �

�

�

�

�

�

�

� �

� �



�

�

�

�

�

�

�

� �

� �

�

�

�

� �

� �

�

�



































































































�



�




































	別冊資料１　表紙・目次
	別冊資料１　運協資料

